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新
旧
対
照
表
（
抄
） 

 

○ 
中
央
区
長
等
の
給
料
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
八
年
十
二
月
中
央
区
条
例
第
二
十
七
号
） 

 

新 

旧 

第
三
条 

（
略
） 

第
三
条 

（
略
） 

２ 

旅
費
の
種
目
は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
そ
の
他
の
交
通
費
、
宿

泊
手
当
、
宿
泊
費
、
包
括
宿
泊
費
、
転
居
費
、
着
後
滞
在
費
、
家
族
移
転

費
、
渡
航
雑
費 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

及
び
死
亡
手
当
と
し
、
そ
の
額

は
、
別
表
(二)
に
よ
る
。 

２ 

旅
費
の
種
類
は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
車
賃
、
日
当
、
宿
泊
料
、

食
卓
料
、
移
転
料
、
着
後
手
当
、
扶
養
親
族
移
転
料
、
支
度
料
、
旅
行
雑

費
（
外
国
旅
行
の
場
合
に
お
け
る
旅
行
者
の
予
防
注
射
料
、
旅
券
の
交
付

手
数
料
及
び
査
証
手
数
料
、
外
貨
交
換
手
数
料
、
入
出
国
税
並
び
に
空
港

旅
客
サ
ー
ビ
ス
施
設
使
用
料
を
い
う
。
）
及
び
死
亡
手
当
と
し
、
そ
の
額

は
、
別
表
(二)
に
よ
る
。 

第
五
条 

（
略
） 

第
五
条 

（
略
） 

２
か
ら
４
ま
で 

（
略
） 

２
か
ら
４
ま
で 

（
略
） 

 

５ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
外
国
旅
行
に
お
い
て
日
当
と
旅
行
雑
費

と
を
併
せ
て
支
給
す
る
事
由
が
生
じ
た
場
合
は
、
日
当
及
び
旅
行
雑
費
を

支
給
す
る
も
の
と
す
る
。 

５ 

（
略
） 

６ 

（
略
） 

別
表
(二)
（
第
三
条
関
係
） 

別
表
(二)
（
第
三
条
関
係
） 

区
長 

国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
令
和
六
年
政

令
第
三
百
六
号
。
以
下
「
政
令
」
と
い
う
。
）
及
び
国
家
公
務
員
等

の
旅
費
支
給
規
程
（
昭
和
二
十
五
年
大
蔵
省
令
第
四
十
五
号
。
以
下

「
省
令
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
内
閣
総
理
大
臣
等 

 
 
 

 
 
 
 
 

に
支
給
さ
れ
る
額
に
相
当
す
る
額 

区
長 

国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

第
百
十
四
号
。
以
下
「
法 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
内
閣
総
理
大
臣
等
の
う
ち
、

そ
の
他
の
者
に
支
給
さ
れ
る
額
に
相
当
す
る
額 

副
区
長 

政
令
及
び
省
令
の
規
定
に
よ
り
指
定
職
職
員
等 

 
 

 

に

副
区
長 
法
の 

 
 

 
 

規
定
に
よ
り
指
定
職
の
職
務
に
あ
る
者
に

資 料  ４ 企 画 総 務 委 員 会 

令 和 ７ 年 ３ 月 ４ 日 
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新 

旧 

支
給
さ
れ
る
額
に
相
当
す
る
額 

支
給
さ
れ
る
額
に
相
当
す
る
額 

 
 
 

附 
則 

 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

２ 

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
中
央
区
長
等
の
給
料
等
に
関
す
る
条
例
第

三
条
第
二
項
及
び
別
表
(二)
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
に
出

発
す
る
旅
行
か
ら
適
用
し
、
同
日
前
に
出
発
し
た
旅
行
に
つ
い
て
は
、
な

お
、
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 

 


